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議案第６２号 

幸手市地区計画区域内における建築物の制限に関する条

例の一部を改正する条例 

幸手市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成２５年条例第２

７号）の一部を次のように改正する。 

別表第１に次のように加える。 

 幸手駅西口地区地区整

備計画区域 

 都市計画法第２０条第１項の規定により告示された

幸手駅西口地区地区計画の区域のうち地区整備計画が

定められた区域 

別表第２中「幸手インターチェンジ東側地区地区整備計画区域」を「１ 幸手イ

ンターチェンジ東側地区地区整備計画区域」に改め、同表に次の１表を加える。 

２ 幸手駅西口地区地区整備計画区域 

計画地

区 

１ ２ ３ ４ ５ ６ 

   建築物の用

途の制限 

 建築物の敷

地面積の最低

限度 

 壁面の位

置の制限 

 建築物の高

さ及び各部分

の高さの最高

限度 

 垣又

はさく

の構造

の制限 

 建築物

の緑化率

の最低限

度 

Ａ地区 １ マージャ

ン屋、ぱち

んこ屋、射

的場、勝馬

投票券発売

所、場外車

券売場その

他これらに

類するもの 

２ 原動機を
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使用する工

場で作業場

の床面積の

合計が５０

㎡を超える

もの  

３ 法別表第

２（と）項

第３号に掲

げる事業を

営む工場  

４ 倉庫業を

営む倉庫  

５ 畜舎（床

面積が１５

㎡を超える

もの）  

６ 葬祭場、

セレモニー

ホール 

Ｂ地区 １ 畜舎（床

面積が１５

㎡を超える

もの）  

２ 葬祭場、

セレモニー

ホール 

          

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。   
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令和３年９月１日提出 

幸手市長 木 村 純 夫 

提 案 理 由 

幸手駅西口地区地区計画を定めることに伴い、当該地区の地区整備計画区域にお

ける建築物の用途の制限を定めたいので、この案を提出するものである。 

 

 


